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ロシア共和国における「全員就園・無償・国営」の

保育制度構想 (1917---1928年)

村知稔コ

ABSTRACT Toshimi MURACHI， A pro~ρosition of “'tree， state-runρre-primary 

education for all" in the Republic of Russia (1917-1928). 

In Russia， the October revolution is theρeriod in which the nurseη system was 

established. In 1919， the ρre-primary education d，ゆartmentof the Peo~ρle 包

Commissariat of Republic of Russiaρroρosed a revolutionary educationalρlan 

which stated that "all childrenωill receive nurseηI education for free in State-run 

establishments. "買ymid 1920匂 howev伐 thisρroρositionwas reρlaced by one that 

states the following:“'nursery education will beαvailable mostly at State and 

ρrivately-run establishments for a certain amouηt of childre町 besides，tuition fee 

will be charged." This ρa)うeranalyses the ρroεess that led to such changes. 

[はじめに】
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本稿は， 1917年のロシア革命からネップ(新経済政策)期にかけての，ロシア共和国ヨーロツ

パ部を対象に， 3~7離の幼児の家庭での養育の一部が社会的・公的な保育に転化する過桂を，

「すべての幼児を国営施設で無料で保育するJ制度構想に焦点をあて，概観する。

近・現代保育史研究において，主要国のうちでロシアに関する研究はほぼ欠落状況にある。

関連文献がないのではない。日本においても一定量の文献が確認される。問題はその大半がつ

ぎのようなソビエト側の研究の紹介にとどまっていたことである。まして表題の保育制度構想

をテーマにした研究は皆無に近い。そのソビエトの文献では， 1920年代末以降の大半が，単線

的・全体的な実現史観・建設史観による，海念の)1質調な実現過程を追う番き方になっていた。

そのため，実践現場からの声にもとづき理念や政策が修正されざるをえない歴史過程をほとん

ど反映していなかった。ペレストロイカ期の歴史・教育史の見麗しは保育史研究の再検討にま

で達しなかった。その結果，保育制度構想の実像と保育の実態を旧来の史観から解放する課題

がソビエト崩壊後に残された。しかし，近年のロシアにおける著作や英語翻の発表は史観の転

換に追われ，保育制度構想、の変遷を実証する段階にまで至っていない。

本稿が冒頭の時期を選んだのは，第 1に，それが変化の顕著な時期であり，時代の転換点だ

からである。こうした時期にこそ保育問題を含む社会問題は，政治・経済・文化などの諸問題

と同じように，より鮮明な形をとって現れやすい。第 2に，それが模索の時期だからである。

そこには未発の契機，実現されなかった選択肢が秘められている。

後述する保育制度構想、の内容にもとづいて，本稿はこの時期を， 1917~1921 年の第 1 期，

1921~1924 年の第 2 期， 1924~1928 年の第 3 期に細分する。

保育制度構想のうち無償制と全員 (Bceo6出日誌)就盟(全幼児の入閣)の原則つまり義務制は，

中立性とともに近代公教育の原理として，また国営制はフランスなどの保育に特有な原理とし
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て(後述)，本稿の対象期のロシアが引き継いだ保育制度上の焦点、である。それにも関わらず，

前述のように，その実像はほとんど分かっていない。さらに保育制度構想の検討は，たとえば

今日の百本の保育を考えるさい，主重要な示唆を提供することが期待される。

本稿の主な舞台は，この時期に数年毎に開かれ，保育の諸問題を多萌的に論議し，政策策定

のー契機となった第 1回から第 4屈の全ロシア就学前教育大会 (1919，1921， 1924， 1928年)

と第3回全ロシア就学前教育協議会(1926年。第 1臨と第2匝同協議会については不明)であ

る。なお，紙幅と能力の関係で，宗教と民族の問題に本稿はふれない。

[ 1 ]帝政末期の保育問題をめぐる諸関係

本部は，問題の前提となる理解を得るため，保育問題の基盤の形成とニ元的な保育施設の誕

生，保育制度構想、の萌芽という点を中心に，ロシア帝政米期の保育史を備轍する。

1860年代から 1870年代前半にかけての大改革のあと，ヨーロッパ部ロシアの中央部をはじ

めとして出稼ぎ者が急増した。それは世紀転換期に年 600万人ほどにおよんだ。その半数以上

が農村から都市への工業出稼ぎだ、った。彼らはモスクワ， (サンクト)ペテルブVレク両市に集中

し，軽工業などに労{動力を供給した。出稼ぎ者の中心は 10歳代後半から 30歳代までの男性で，

米婚者と寡婦を主とする女性もいた。

出稼ぎ者は土地配分の関係で農村との関係を長く強く継続しがちだった。また都市で家族生

活を送るのは経済的に難しかった。しかしその後，そうした制約を越え都市に定住する者がし

だいに増えた。その結果，第 1に，モスクワ市の人口が 1864年の 36.4万人から 1917年の 200

万人に，ペテルブツレク市のそれが 1863年の 53.9万人から 1917年の 242万人に増大した。第 2

に， 19世紀末以降の男性労働者の増大にやや遅れ， 20 世紀初頭(1901"-'1914年)に女性労働者

が 44.1万人から 72.4万人に増えた。そのため全労働者に占める女性労働者の比率は 26.0%か

ら32.1%に上昇した。

人口動態を左右する出生率と乳児死亡率も大改革期から帝政末期にかけて大きく変動した。

出生率はヨーロッパ部平均が 19世紀後半の 50%0から 20t仕組初頭の 45%。前後に低下し，大戦

直前まで同水準だ、った。同じ期間に，都市生活の間難さからペテルプノレク察では平均より低い

30%，。後半から 20%，。前後に低下し，モスクワ県ではベテルブルクより 10ポイントほど高いレベ

ルで推移した。

乳児死亡率は， ヨ一ロツパ部平均が l印9t世吐蹄車紀己後土半ドの 270%，

改善された。ただし，この比率は凱鍾などの影響を受けやすく，全国平均が 270%，。台に再上昇

する年が 20世紀初頭にいくどかみられた。大改革直後のモスクワ燥で 400%0を越えていたこの

比率が，そののち改善され， 1910年代はじめに平均そ 40ポイントほど上回るレベルに近づい

た。

全体としてロシアは多産多苑型から少産少死型へ移行する途上にあった。しかし，出生率と

乳児死亡率はともに主要因のなかで異例に高かった。その湾最には，家族のあり方の特徴と，

農民の子ども観などがある。前者の家族のあり方のうち，早婚と高い婚蝿率が妊娠可能期聞を

長くし，出生率を上げた。後者の子ども観に関わっていえば，子どもの養育費任という考えが

弱く，親の扶養責任という見方が強かった。また，子どもの存在は結婚の道徳的正当性の証し

だったが，多子は必ずしも歓迎されなかった。しかし，効果的な避妊法がなく， (人工妊娠)中

絶が都市ほど広まっていなかったことが，出生率を押し上げた。
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乳児死亡率の高さの主臨は，イ)短く，それゆえ過度に集中した農繁期，それと重なる出稼

ぎ期間一一両者の終了後に結婚と性生活が集約される，ロ)その結果，子どもの生まれ月が翌

年の農繁期に舗ることであった。また副次的な原因としては，前述の農民の子ども観，不十分

な衛生・栄養条件と不適切な養育の仕方，数年おきにやってくる飢鰹と疫病，それらの結巣う

まれる親の子どもへの関心の低さなどがあった。

農奴解放後から 1920年代にかけて，農民数の増加を上回る速さで世帯数が急増した結果，農

戸の平均的な構成員数は 1917年に 6.1人にまで減少した。第 2節であっかう 1920年の世帯構

成員数は，農村部で 5.6人，都市部で 4.4人とさらに減る。「大家族」から司、家族」への移行

が進み，本亥家族を含む単純世帯が主要な形態になりつつあった。

都市に定住した労働者は家族との同居を望むようになり， 20世紀初頭にその流れは強まっ

た。低い賃金と高い生活費の差を埋めるため共働きが進んだ。しかし，一日 10数時需の労働，

適切な住宅・交通手段の不足などのため夫婦の同居は難しく，別居が珍しくなかった。妻の勤

める工場のうち妊娠・出産・養育に艶慮するところはまれだった。たとえば，出産休暇は 1912

年の保験法で初めて規定された。しかし，産休を取ると賃金カットや解雇に結びつき易むそ

の取得率は低かった。また， 1882"'1883年にヴラジーミル県の 71の工場を調査した工場監督官

によれば 5歳児のための保育施設をもっていたのはわずかに 1か所だった。他の養育手段と

して，子守を麗う，田舎へ乳幼児を送る，母親が工場労働を一時的にやめ乳児とともに帰村す

る，工場近辺の営利目的の保育施設に乳幼児をあずけるなどがあった。しかし，そのどれもが

適切な養育環境を提供することはまれだった。蔽しい出産・養育条件が乳見死亡率を高め，無

保護克と捨て子を増やす結果につながった。欧米諮問にくらべ少ない婚外子が都市に集中した

のも直接には開じ原閣からであり，関接的には都市生活の困難さ一般があった。

広義の保育施設である養育院は，婚外子や捨て子を対象に，モスクワ市に 1763年，ペテルプ

ルク市に 1771年に開設されたあと，各地に広まった。帝政末期まで存続した両養育院の入所児

は， 19世紀後半から年2万人ほどにのぽった。その多くが新生児を含む乳児だったため， 7"'8 

離の入所見が養育読で死亡し，生き残った子どもは農家へ息子に出された。しかし，そこでも

適切な養育が不足したので，里子の 7割ほどが I歳になる前に死んだ。

狭義の保育施設には，貧困層と労働者の家庭向けの無償の保育施設と，有産暗級のための有

償の保育施設という 2つの系列が生まれた。前者の最初のケースは 1845年にベテルブルクに設

けられ，その後，工場内の保育施設や，各種の慈善盟体・社会団体・地方自治機関などによる

保育施設として拡大していった。その数は 1917年に全国で 20"'30関とわずかで，多くはモス

クワ，ペテlレプノレク両市に存在した。モスクワ市で最も有名な保育施設は，C.T.シャーツキー

やA.Y.ゼレーンコらがセツルメント協会を創設した 1906年に付設した民衆幼稚関 Cll.eTCKH詰

caJuであり，その前身として前年に市郊外に設けられた夏期コロニーだった。このように無償

の保育施設の多くは長時間の保育を行ない，農繁期を中心に農村に開設されることもあった。

有償幼稚閣の開設は 1859年のへルシンキ市が最初のケースで， 1863年のペテルブfレク市が

それに続いた。そこには西方から伝播したプレーベルの保育思想、の影響がみられた。その後，

これもまたモスクワ，ペテルプルク両市を中心に普及し， 1917年には全国で約 250圏を数えた。

とくに中央工業地殺の諸県などから成るそスクワ学毘では， 20世紀初頭の約 15年間に 180閤

ほどが新設された。そこでは 4"'7歳児を対象に，神の法，ロシア語，算数，外国語，描酒，

歌唱などが半日の時間割にそって教えられた。幼稚顧問設と保育者養成の主な担い手として，
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ペテルブルク，オデッサ，ハリコフなどの主要都市に創設されたプレーベル協会があった。

国民教育省は 1900年から保育事業へ少額の支出を始めただけで，保育政策をもたなかった。

他方，帝政末期から 1917年の二月革命期にかけて若干の閏体・政党は保育制度構想のうち無償

棋と全員就圏を論じた。たとえば， 1914年にモスクワ学童保護協会連合に付設された就学前教

育委員会のテーゼは無償制を明記し，二月蕊命期の留家国民教育委員会の保育テーゼ検討委員

会は無償制と全員就盟につながる「閤民教育制度の一環としての保育j という位置づけを明確

にした。社会民主労働党(以下，後継車E識を含め「党」と略す)は無償制と「国民教育制度の

一環としての保育」に，立憲民主党と十月党は後者に論及した。問時に，これらの閏体・政党

の多くが，保育に対する国家的な関与とともに，私立の保育施設の開設の自由を考麗し，圏営

制以外の形態を模索していた。

帝政ロシアの保育界は，ブレ…ベル主義の受容と保育施設の誕生の時期などの点で主要国と

ほ段足並みをそろえていたものの，保育施設の普及や保育関係団体の設立という酉で主要国に

くらべ活発だったとはいえなしユ。先端部分での外国保育思想、のいち早い受けいれと，それを国

内に根づかせる基盤・土壌の弱ざというアンバランス，あるいは両者の媒介項，たとえば専門

職としての保育者の少なさと未熟さを指摘できる。インテリゲンチャである保育関係の専門家

や，社会活動の一環として保育活動に従事する人材はいたものの，それを支える政策的な後押

しは弱かった。これらの矛盾は叢命後に持ちこされた。

【2]保育制度構想の提起と追求

本節は，ロシア共和国で保育を管轄する教育人民委員部就学前(教育)部が保育制度構想、を

提起・追求した第 1 期 (1917~1921 年)を，近代公教育原理と戦時共産主義の影響の錯綜に注

目して分析する。

1919 年 4 月 25 日~5 月 4 日の第 1 回全ロシア就学前教育大会で初代就学前部長且.A. ラ

ズ:ールキナが次のように提案した。

1)家庭養育を，社会主義建設の担い手を育成する社会教育の第 I段階である保育に全面的

におきかえる。 2)そのため保育を国民に身近で廉価なものとする。幼児を受けいれるのは収

容施設であるコロニーと児童ホーム(丘町CK拍 lI，OM)である。財政的に閤難な場合は， 8~10 時

間以上の保育が可能な託児所 (lI，eTCK始。噛r)がそれらに代わる。これらはみな国営の施設とす

る。 3)保育者は保育活動だけでなく，組織者として社会的活動も行なう。

他方，帝政末期から保育の実践と研究に携わってきた λK.シュレーゲルや E.I1.チへーエ

ヴァらの専門家は，つぎの反論を試みた。

1)育児における養育の重要性と母親の役割・権利がなくなることはない。 2)望ましい保

育施設のタイプは実践の蓄積がある 4~6 時間制の幼稚園である。 3)政治と保育を切り離し，

保育者に傑宵の自由を保障し，保育活動を優先できるようにする。

両者の見解の相違の背景として，第 1に，統一労働学校を核とする新しい学校制度構想があっ

た。 1918年の「ロシア共和国統一労働学校規程 (nOJIO)l{eHl1e)J は 8~12 歳児対象の第 I 段学校

に，就学準舗のため 6~7 歳児の幼稚騒を付設するよう規定した。同規糧には，学校を生産と

生活のコミュ…ンに変えてしまおうとするモスクワ派の学校コミューン論が反映していた。ベ

トログラード派はその急進性を批判し，学校での労働の教育的意義を強調した。コミューン論

を強く主張した就学前部は，就学前の 2年間，幼見を閤営の保育施設で無償で受けいれるこ
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とを構想した。

第2に，この構想にはコミューン論を家族の領域にまで広げた家族消滅論の影響がみられる。

国家や貨幣の消滅論の類推である家族消滅論は，再戦下で生じた都市の窮乏生活と， 1918年の

ロシア共和臨家族法の結果である「家族解体」現象を糊塗した。たしかに開法は，宗教婚(教

会婚)から民事婚への移行，単意離婚制と夫婦別産制の認証，婚外子謹別の禁止，新後見制度

の創出など，時代をリードする内容をもっていた。しかし跨時に，離婚・中絶・浮浪児の増大

などの結果を招いた。養育の場である家庭を失った幼児を受けいれる施設が必要とされた。乳

幼児死亡率の再上昇は保育施設の意義を高めた。

第3に，大戦と内戦による労働力不足から女性・米成年労働者の需要が増し，第 1期に都市

とくに大都市の人口が流出したため労働の義務制が進行した。親の労働のあいだ乳幼児は放置

されるか，農村にあずけられた。内戦の激化にともない，新政権の実効支配地域が狭まり，都

市と農村の行き来が難しくなった。くわえて都市の食糧事情が厳しくなり，食糧の有効的配分

のため公共食堂や給食が注目された。これらが保育施設のニーズを高めた。

実際に保育施設は急増した。常設の保育施設(幼稚欝と託児所)数は 1921年に 4254関，関

児数は 22万人強になり， 1917年比でそれぞれ 15倍と 44倍に達した。しかし，園児数を幼児総

数で割った就菌率は 4%台で，全員就留にはほど速かった。他方，盟家予算のなかで教育予算

はおよそ 7-----9%を占め，そのなかで保育を含む社会教育の予算は 1920年に 6割を越えた。保

育施設などの費用をすべて国家予算で負担する無償制に向って第一歩が踏み出された。

保育行政組織，とくに地方のそれの整舗も進んだ。就学前(教育)課は全県と一部の郡にお

かれ，課長と，保育者を指導するインストラクター，事務員など数名で構成された。しかし，

県・郡の薗積の大きさを考えると，その影響力は県都・郡都などに限られた。

こうした事態を反映した論議の結果，第 1回全ロシア就学蔀教育大会はつぎの合意に達した。

1)保育は養育の一部を代替あるいは補助する。 2)無償の保育施設での全員就閣の実現は

国家建設にとり重要な課題だが，短期間に実現可能ではなく，努力百標というべきである。保

育施設の基本タイプは幼稚闘であり，子どもの発達に留意するならば託児所も認める。 3)政

治と保育は分離する。

国営艇については，上記の学校規程が私立学校を認め，私的イニシアチブによる保育施設へ

の支援を認める文言が第 1匝全ロシア就学前教育大会のある決議に入ったことからわかるよう

に，教育・保育行政内部でさえ見解が分かれた。

保育者養成の方式として，労農!欝からの養成が容易であり，短期開の養成課程の具体案を合

んでいるなどの理由から，カリキュラムを「理論から実践へJ という方向で組み立てたチヘー

エヴァ案でなく r実践から理論へ」という流れで構成したシャーツキー案が評価された。両案

とも 4-----5年間の長期課程を養成機関の基本タイプとした。しかし実際は，数週間から数か月

ほどの講習会が主流となり，受講生の一定部分を 13-----16歳の第II段学校生徒が占めた。保育施

設の急増を支える保育者が必要なため，廉舗で趨期の養成制度が常態化していった。

保育制度構想、は，保育政策のなかった帝政期と比べるまでもなく，ロシアの保育史において

画期的であり，同時に，出発誼後の保育界の現状からみて空想的だった。施設・保育者・予算・

行政組織のどれをとっても，構想、と保育の実態との関には落差が大きかった。
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[ 3 1保育制度構想をめぐる矛躍とその打開の模紫

本節は，就学前部が保育制度構想、を基本的に維持すると言明したものの，部分的な市場経済

化をはかるネップや大規模な飢鰹などの影響で，この構想、の反対方向へ一歩を踏み出さざるを

えなかった第 2 期(1921~1924 年)を検討する。

1921年 11月25日"-'12月2日(終了日に異説あり)の第2回全ロシア就学前教育大会で，就

学前部はつぎの方針を提案した。

①保育施設の無償制と国営制を維持し，私立の保育施設の開設と有料制の導入を許さない。

やむをえず、それらを認める場合は，保育行政の統制下におく。

②緊縮必車の国家予算にかわり地方予算と，社会団体の資金提供を柱にした社会的イニシア

チプに期待する。

③諮問体の関心を保育施設に向けるため， a幼推園会議を設け，各国体の参加を得る， b.保

育施設が諮問体にとり有益なことを示す。その具体策として，新社会の求めにあうよう，

児童中心主義的な保育内容を見直し，労農層の子どもの優先的入閣をはかる。

④企業・工場に保育施設を閤定住するため，女性労働者の雇用に議する長時間制の託児所

を保育施設の基本タイプとする。

⑤「農村に顔を向けよJ をスローガンに，都市の学生などを農村へ派遣し，農繁期の臨時施

設である子どもの広場 (lleTCK印刷O凶a.ll羽.以下 i広場」と略す)を開き，保育の意義を

宣伝することを通して，広場を常設施設に改組する。資金は地方予算に依拠する。

⑥保育者は教育者であり，開持に，社会主義社会の組織者である。

このように就学前部は保育制度構想、のうち，まず、全員就簡を放棄した。これは，後述の保育

施設数の急減により就醤率が 1%米満になる事態を考えてのことだった。無償制と国営制につ

いては，上述の方針提案の最初に，それらの維持を就学前部は言明した。しかし同部の方針の

実際の重点は，私立の保育施設と有料制の導入，およびその統制にあった。そのための具体策

がうえの方針の 2点自以下に列挙されていることが，それを示している。そのさい就学前部は，

専門家などの意見におされて第 1回全ロシア就学前教育大会の合意となしえなかった，託児所

の基本タイプイ七や保育者の 2つの役割という主張を，第 2担金ロシア就学前教育大会の決定と

して盛りこむことができた。

以上の政策変更の背景には保育界のつぎの実態があった。第 Iに，ネップの影響で教育・保

育は関家予算の支えを失い，地方予算に委ねられた。 1921年，臨家予算に占める教育予算比は

前年から一挙に 7ポイントほど低下した。教宵予算のうち社会教育予算の比率は職業教育予算

と政治教育予算に抜かれ 1割以下になった。社会教育予算のうち保育予算は数%だった。閤

家予算の代替として期待された地方予算，とくに中央と農村を結ぶ郷レベルの予算において教

育予算は 4分の I近くを占め，保育や初等教育は地方財政の状態に左右されることになった。

しかし，全体としてみれば，郷予算確立の失敗に象徴されるように，地方予算は不安定で、あり，

少ない教育予算は初等教育を優先せざるをえなかった。

それは保育施設絹の縮小に直結した。常設施設数は 1921"-'1922年に急減し， 1925年まで減少

が続いた。同年の常設施設数は 834菌，題児数は 4.4万人弱と， 1921年比で5分の 1のレベル

に落ちこんだ。とりわけ農村部の常設施設は伺じ比率で 7%とほぼ壊滅した。減少した園児枠

の配分を合理化する新たな基準として，上述の方針にある楕級的優先権が利用された。
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第 2に，同じ事情が保育行政機関の縮小・出減を招いた。教育行政部門の職員は 1921年後半

から 1922年前半にかけて 5分の lに減少した。残された勢力は主に職業教育・政治教育・初等

教育・中等普通教育などに割かれた。県・郡の国民教育部が就学前課を疎んじたため，同課は

なくなるか，せいぜい 1~2 名を残すにとどまった。それに対し就学前部は「郎減はやむをえ

ないが，他の部門と同じ程度にしてほしい」と要望するのが精一杯だった。

保育施設網の縮小への対抗策として，私立の保育施設に依拠し，保育施設の開設権を認める

範屈を広げざるをえなかった。しかし，最も厳しく施設削減を追られた就学前部がこの点で最

も頑迷で，国営制に固守した。それをはずせば保育施設の削減に歯止めがかからなくなること

を，恐れたからである。結局，学校の国営化を規定した 1923年の「ロシア共和国統一労働学校令

(YCTaB)Jに反して私立学校が認められる経過を後追いする形で，私立の保育施設がしだいに増

えていった。ただし，第 2期に限っていえば，それは基本的に工場付設にとどまった。

予算減のため有料制導入は不可避だった。学校の場合， 1922年春以降それが始まったため，

上記学校令は無慣制を規定しなかった。保育施設の場合，第2回全ロシア就学前教育大会を契

機に無償制の原則は弱まり始めたものの，第2期のうちに有料制へ転換することはなかった。

こうした保育界の動向を規定したのは，第 1に，乳幼児をとりまく厳しい事態だった。その

最大要閤は 1921~1922 年の飢鰹である。ヴォルガ流域などを中心に広がった飢鰹は 2000 万人

以上を飢餓で苦しめた。その最初の被害者は乳幼児であり，たとえばそスクワやベトログラー

ドでは内戦終結後に低下した乳児死亡率がこの時期に再び上昇した。飢鐘はまた 450 万~500

万人の浮浪児を生み出した。浮浪児は国家の不安定要因のひとつであるため，その対策は政治

警察チェ…カーの議長が委員長をつとめる全ロシア中央執行委員会付属兜童生活改善委員会に

委ねられた。この時期，浮浪児の受けいれ先である児童ホーム数は，保育施設数と反比例する

かのように増大した。しかし，その絶対数はわずかで，過密なあまり入所児の死亡率が高まっ

た児童ホームは「死の施設J の様相を量し，ちまたには放置された子どもが溢れていた。

第 2に，企業・工場の独立採算化への動きと，内戦終結により復員した男性労働力の過剰に

より，若干の保護規定をもった女性労働者が大量に解麗された。 1921~1922 年に失業者の約 6

割を女性が出め， 1921年来に 6万人だった女性失業者が 1924年春に 40万人近くに増えた。そ

のため保育ニーズが低下し，とりわけ工場付設の保育施設は閉鎖されがちだった。

保育施設網の拡大が断念されるのと並行して，保育の原理・思想・理論を意味する保育シス

テムの問題が論議された。この時期，就学前部が強く批判したのは，当時もっとも普及してい

た，児童中心主義的傾向を特徴とするヴェンツェリらの自由教育論だった。ついでモンテッソー

リ・メソッドが批判された。他方，プレーベル・メソッドはそれらの対抗軸として擁護された。

関連して，この時期，保育内容上の倍加の問題や，学校と保育施設の関係などの開題が論じら

れ始めた。保育者養成も問題となり，第 2圏全ロシア就学前教育大会では総合的・長期的な養

成課程について報告があった。実際の保育者は中等教育を修了し，保育に関する短期の講習会

を受け， 3年あるいは 5年未満の保育経験をもっ， 10歳代後半から 20議代までの女性が大半を

占めた。労働者や教師にくらべ低い賃金に代表されるように，保育者の労働条件は悪かった。

[ 4】保育制度構想の転換と行8詰まり

一一有償制，社会的イニシアチブ一一

本節は保育制捜構想が形骸化する第 3 期 (1924~1928 年)を追い，その最終的な形態を，入
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闘に際しての階級的優先，有償制の導入，社会的イニシアチヴによる保育施設に着目して，つ

ぎのように描く O

全員就閣は，前述のように第2期に破綻し，保育行政により放棄されていた。すべての幼児

どころか，その 1%にも満たない瞳児をかかえる保育施設の存在意義を高め，社会的にアピ}

ルするため，第 3期も引き続いて階級的優先権が保育行政側から主張された。しかし，実態は

必ずしも労農閣の子どもが園児のなかで多いとは限らなかった。保育施設の設置された地域の

特性が題児の社会的構成を左右する主因だ、ったからである。

無償制は 1925年に断念され，地方予算つまり国民教育部が支える公営の保育施設でも保育料

の徴収が始まった。前年 10 月 15~21 日(終了日に異説あり)の第 3 回全ロシア就学前教育大

会で，保育料徴収の基撲を一定所得以上とするか，所得に応じてスライドさせるかが問われ，

また，対象を私立の保育施設のみとするか，公営と盟家予算による少数の国営の保育施設も含

めるかが論じられ，ともに後者，つまり，すべての保育施設で所得に応じて徴収することが選

択された。それが翌年さっそく実行に移されたわけである。そのさい都市部の保育施設の定員

の 1~3 割以上の閤児と，農村部の保育施設の全盤児は無償にするよう決められた。しかし，

それとくいちがう事例jがしばしばみられた。

第 3 期，とくに第 3 回全ロシア就学前教育大会と 1926 年 3 丹羽~20 日の第 3 題全ロシア就

学前教育協議会で焦点となったのは盟営棋の問題だった。前述のように，保育施設の開設権を

拡大することは第2自全ロシア就学前教育大会で合意されていた。問題はその範囲にあった。

開設権を付与する対象を女性部を含む党機関に近いI1麗にあげると a ソビエト，コムソモー

ル，ピオネーノレの各機関，労組，各種の協同組合，工場委員会，農業委員会一b.企業，工場，

農業コミューンー c 住民・親・私人のグループ d.個人となる。そのうち企業などまでは

第 2回全ロシア就学前教育大会で開設権が認められた。その後，住民グループに条件をつける

か否かが論議され， 1924年にその範囲が条件つきの住民グル}プに広がり，第3回全ロシア就

学前教育大会で追認された。さらに第3間金ロシア就学前教育協議会では条件が不要になった。

また間協議会で，個人についてプリミティヴ(簡易)な保育施設(後述)に喪って認めるとい

う決定があった。しかしこれは例外で，保育行政全体としては個人に保育施設の開設権を認め

ることを拒否した。

こうして rすべての幼児を間営施設で無料で保育する」という保育制度構想は rごく一部

の幼児を，主に公営と私営の保脊施設で，基本的に有料で保育するJという実態に行き着いた。

常設施設数は 1925年はじめに最低水準に落ちこんだあと，第 3期に回復傾向にあった。だが，

そのテンポは緩やかだった。その間際を衝く形で広まったのが，住民グループや個人による，

菌児数 10名前後の保育グループと家庭幼推菌だ、った。保育グループの一部と家庭幼稚園のすべ

てが無登録のため，それらの実態を保育行政側がよく把握していなかった。くわえて前出の家

族消滅論などのため，無蒼録の保育施設を保育施設網の拡大策に位置づけることを保育行政慨

はためらった。そのため取りうる拡大策が狭められた。 1928 年 12 月 1~5 日の第 4 回全ロシア

就学前教育大会で就学前部が提起したのは，第 1期に急増したのち第 2期に淘汰された広場や，

労働者クラブ付設の夜間の子どもの部躍などのプリミティヴ、な保脊施設の拡大だ、った。それを

再び保育政策の主眼とぜざるをえないほど，保育行政側の選択肢は限られていた。

第 2回全ロシア就学前教育大会での就学前部の方針を反映して， 1924~1927 年の夏に最大

300名ほどの学生たちが，基本的にニ人一組で各地の農村に派遣された。彼らは農繁期と重なる
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2"-'3か月間に広場の開設準備，保脊の実践，その反省を行なった。そこで彼らの大学は農村

の実際に初めてふれた。農村での保育活動への援助が期待された党機関と体制公認の社会団体

が保育問題に関心を示さない場合も多々あったJ広場に子どもをあずげるとモスクワに連れて

行かれる」などの噂を開いていた農民の学生たちへの反発が，少なくとも活動の開始当初にみ

られた。わず、かな期間の，点のような実践だったが，都市インテリゲンチャに属する学生たち

の啓蒙を主とする活動形態は， 1920年代末以捧の文化革命の一部をなす「就学前の行進〔行軍JJ

の活動のあり様と対照的といえる。

第3期の保育界の動向の背景に，女性・家族・人口などに関するつぎの動きがあった。

第 2"-'3期に女性の就業者数と失業者数が並行して増大する傾向が続いた。女性労働者は解

されやすく，労組が女性労働者を追い出す運動さえおこした。それを少しでも防ぐため，そ 7

して生産を外延的に拡大するため，女性の夜間労働が徐々に解禁されていった。女性労働者の

賃金は男性労働者のそれの約3分の 2だった。レニングラード市を例にとると，女性労働者の

多い繊維・金属・食品・化学工業ではわずかな保育ニーズがみられた。

前述の 1918年の家族法の方向性をより徹底した 1926年のロシア共和国家族法は，男女の婚

姻の形式的平等という名呂とは反対に，離婚の増大と扶養料支払いの支障につながり，家族の

危機を招いた。また開法は，浮浪児対策のため， 1918年に禁止された養子制度を解いた。浮浪

児数は 1920年代中葉に激減したとはいえ，数十万人の水準で推移した。そのため浮浪児対策に

追われ，保育に回す余力のない国民教育部が間々みられた。

都市部とくに大都市部では第 2期に続いて人口の大規模な流入が続いた。モスクワ市はその

額向がとくに顕著だった。たとえば， 10議代後半から 30歳代までの出産可能性の高い女性数

は，最も少ない 1920年の 26万人に対し，最大の 1926年は 56万人弱と 2.2倍になった。同期

間に乳児数は1.5万人から 4.9万人へ 3.2倍に増え，保育ニーズの基盤となった。ただし，こ

れらの変動の幅が示しているように，都市人口の一定部分は流動的だ、った。

{おわりに}

全幼克を国営の保育施設で無料で保育するという保育制度構想、は，相当な期間と資金，国民

的な合意とニーズ，政策の後押しを背景に， 20世紀初頭のフランスにおいて実現に近づいてい

た。他方，革命直後のロシアではこれらの背景がほとんど準備されていなかった。かわりに保

育制度構想、を理論面で支えたのが，マルクス主義的な共間体論にもとづくとロシアの理論家が

じていた学校コミューン論と，同じく家族論の一種である家族消滅論であった。また，現実

的な基盤として女性労働者の増大による保育ニーズの潜在的な高まりがあった。しかし， 1920 

年代初頭に内戦が終結し，ネップが開始されるにともない，コミユ}ン論と家族消滅論は後最

に退き，女性労働者の大量解麗が始まった。この時点で保育制度構想、は転換を余儀なくされた。

就学前部は保育制度構想、の原則的維持という名のもと， 1920年代中葉までにこの構想を実質的

に転換した。これは保育制度構想からみれば後退だった。しかし同時に，掲国の幼見とその養

育の現実に根ざした保育のあり方を考える好機，あるいは保育制度構想に近づく保育政策を再

考する機会だった。コミューン論や家族消滅論にこだわる就学前部はこのチャンスをよく生か

しきれなかった。

後発資本主義国ロシアが大戦で受けた被害，革命と内戦による閣内の分裂と破壊，経帯の後

退という一般要因にくわえ，帝政末期の保育の蓄積が少なく，国土と農村人口の大きさ，都市
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の点在性，低い識字率のため近代的な育見知識の浸透が難しいという保育界特有の要因を考え

ると，保育制度構想、を短期間に実現するのは無理だった。しかし，再構想、は「社会主義と保育J，

あるいは広く「社会と保育(社会のなかでの乳幼児期の子育て)Jという問題を国内外の保育界

に提起し，多くの誤りを生みながらも一定桂度までそれを追求した点で重要である。その大半

がソビエト崩壊後の今日かえりみられることが少なく，また過誤に満ちたものであったとはい

え，少なくとも実験としての意味と数多くの教訓を残した。「少子化J i児童虐待J iお受験Jな

どの現象に屈まれたわれわれにとってそれらの教訓は決して意味なきものではない。

【文献}
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